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水道メーター（量水器）
取り替え

水道メーターの使用期限は、計量法により
8 年とされているため、有効期限内に無料
で取り替えを行っています。今回は令和7
年3 月末までに有効期限を過ぎる水道メー
ターの取り替え作業を行います。
期   間  令和6 年2 月末まで（予定）

● 該当メーター
「上水道ご使用量のお知らせ」に記載されて
いるメーター番号のアルファベット以下2
桁の数字が28 の量水器

（例）A28- 〇〇〇
※ 業者は宿毛市が発行する量水器取替作業

員身分証を携帯しています。
※ 取り替え作業中は水道が使用できません
（15 分から30 分程度）。

※ ご不在の場合でも、取り替え可能な場合は
施工します。その際は、取り替え済みのお
知らせを郵便受け等に入れておきます。

問   水道課　☎ 62-1248

婚活サポーター独身者交流会
新規の相談者大歓迎です！独身者の方ご本
人だけでなく、ご家族の方からの相談もお
受けします。まずは制度について話を聞い
てみませんか？お気軽にご参加ください！
日   時  9 月 16 日（土）

 14 時～ 15 時 30 分
場   所  宿毛文教センター2 階　視聴覚室

対 象 者   出会いへの支援を希望する独身者
の方等

内   容   ● 相談者同士の交流
 ● 婚活サポーターとの交流
 ● 婚活サポーター制度の説明

申   込  不要
※出入り自由
※入室時に受付のみしていただきます。
問   すまいるサポート　高橋 まりえ
 ☎ 090-9455-1264

高知城歴史博物館の催し
企画展

「高知公園 150 年
　高知城～未来へ伝えたい地域の宝～」
山内一豊による高知城の築城から、江戸時代
半ばの焼失・再建、そして明治維新による廃
城と公園化、さらには戦後の解体修理工事ま
で、高知城の歴史を一望する、驚きと再発見
に満ちた高知城展をお楽しみください。
開催期間   9 月16 日（土）～12 月10 日（日）
観 覧 料   700 円
※高知城とのセット券 900 円
※ 高校生以下および高知県・高知市長寿手

帳をお持ちの方は無料
高知城と博物館の連携企画

「追手門と詰門の特別見学会」
通常非公開の場所を特別に見学します。
日   時   10 月1 日（日）

 10 時～11 時、14 時～15 時
※追手門前集合
参 加 費   無料　 定   員   各 20 名
申込締切   9 月 17 日（日）
※応募者多数の場合は抽選
※雨天の場合は 10 月 8 日（日）に延期

記念講演会
「高知城の天守・御殿と櫓・城門」

日   時   10 月28 日（土）
 10 時～11 時30 分

参 加 費   無料　 定   員  60 名
講   師   広島大学名誉教授　三浦 正幸 さん
申込締切   10 月 7 日（土）
※応募者多数の場合は抽選

石垣散策会
「高知城の石垣　その魅力を探る」

日   時   11 月18 日（土）
 10 時～11 時30 分

※追手門前集合
参 加 費   無料　 定   員   30 名
講   師   高知県立埋蔵文化財センター

 調査課長　吉成 承三 さん
申込締切   10 月 28 日（土）
※応募者多数の場合は抽選

展示解説
日   時   ● 9 月24 日（日）

 ● 10 月22 日（日）
 ● 11 月26 日（日）

各日11 時～（約60 分）
※展示室への入場料が必要です。

基本情報
開館時間   9時～18時(日曜のみ8時～18時)
※展示室への入室は閉館30 分前まで
問   高知県立高知城歴史博物館

 ☎ 088-871-1600

無料人権相談
家庭や職場内における問題、セクハラ、
DV、いじめ、インターネット上の誹謗中
傷などあらゆる人権問題についてのご相談
を承ります。
日   時  9 月28 日（木）13 時～15 時
場   所  高知地方法務局　四万十支局

 （四万十市右山五月町3 番12 号）
内   容   弁護士資格のある人権擁護委員に

よる人権相談
※ 特に、法律関係でお困り・お悩みの方は

ぜひご相談ください。
日   時  10 月 4 日（水）10 時～ 15 時

 （12 時～ 13 時　お昼休み）
場   所  宿毛文教センター2 階　会議室2
内   容   宿毛市の人権擁護委員による人権

相談
※事前予約制（要連絡）
※相談時間1 人30 分以内
※相談無料　※秘密厳守
主 催　高知地方法務局　四万十支局
問   人権推進課　☎ 62-1258

 高知地方法務局　四万十支局
 ☎ 0880-34-1600

無料公証相談
10 月１日（日）～７日（土）は、「公証週間」
です。「公証制度」とは、皆さんが不動産の売
買・金銭の貸し借りなどの重要な契約を交
わしたり、遺言をされたりする際、法務大臣
の任命する「公証人」に依頼して、法的に特
別の証拠力が認められている文書（公正証
書）を作成することにより、後日のトラブル
防止と取引や財産の安全の確保を図る制度
です。
公証週間中に限らず、土・日・祝日を除い
て無料相談を行っています。

時  間  ９時～ 12 時、13 時～ 17 時
場   所  中村公証役場
（四万十市中村大橋通６丁目３番７号　第
１とらやビル４階）
駐 車 場   吉井病院西隣　No．37、38
問   中村公証役場　☎ 0880-34-1728

高知で恋しよ！！
応援サイト


